
18.  4.  15

《事前に電話でご予約を》

会　場予 約 開 始 日 等相　談　員相　談　日　時相　談　名

市役所
２階
相談室

午前８時半
から電話で 
広報課
�７０・７７７７

（代）

４月２７日（木）
弁護士いずれも水曜日

午前１０時から
１０日

法 律 相 談
５月１１日（木）１７日・２４日

５月２日（火）税理士１０日（水）午後１時から税 務 相 談

５月９日（火）人権擁護委員１７日（水）午後１時から人権身の上相談

５月１２日（金）宅地建物取引主任者１７日（水）午後１時から不 動 産 相 談

５月１８日（木）弁護士２４日（水）午後１時から交 通 事 故 相 談

５月２日（火）行政書士１０日（水）午前１０時から
相続・遺言・成年
後見等手続相談

５月１９日（金）社会保険労務士２４日（水）午前１０時から年金・労災・雇用保
険・ 人事管理等相談

東久留米市 
商工会館

前日までに東久留米市商工
会�７１・７５７７

市商工会
経営指導員

平日
午前１０時～午後４時経 営 相 談

男女平等
推進

センター

午前９時から
電話で男女
平等推進セ
ンター
�７２・００６１

４月１７日（月）
女性

カウンセラー

いずれも月曜
日午後１時半
～４時半

１日・８日
女性の悩みごと
相 談 ５月１日（月）１５日・２２日

２９日

４月２８日（金）女性弁護士１２日（金）午前９時半～
午後零時半

女性弁護士による
法 律 相 談

中央相談室�７３・３６６７
（成美教育文化会館内教育センター）

教育相談員
午前１０時～
午後５時　
※電話相談も可

火曜～土曜日
教 育 相 談 室

滝山相談室�７５・８９０９
（西中学校隣）月曜～金曜日

子育て支援課�７０・７７３６母子自立支援員開庁日母 子 相 談
　※東京都でも、交通事故相談�０３・５３２０・７７３３やヤミ金被害者相談�０３・５３２０・
４７２７を行っています。予約制でなく当日受け付けのため、詳しくはお問い合わせを。

� �������������������������������������������������������������

《直接会場へどうぞ》

会　場相　談　員相　談　日　時相　談　名

市役所１階相談室
知的障害者相談員 １０日（水）午前１０時～正午知的障害者相談

身体障害者相談員 １２日（金）午前１０時～正午身体障害者相談

さいわい福祉
センター

さいわい福祉
センター指導員

２４時間随時�７７・２７１１
心身障害者（児）
相 談

市役所１階 
屋内ひろば

獣医師１９日（金）午後１時半～２時半動物なんでも相談

市役所６階
ワークコーナー

ハローワーク
三鷹職員

開庁日の
午前９時～午後５時

職 業 相 談

市役所２階相談室
市住宅増改築等

斡旋事業登録団体協議会
１８日（木）
午前１０時～午後４時

住宅増改築相談

市民生活館１階消費生活相談員
平日の午前１０時～午後４時
※電話相談も可�７３・４５０５

消 費 者 相 談

東久留米市社会
福祉協議会

市民ボランティア
相談員

月曜・水曜・金曜日の
午前１０時～午後４時
�７４・４２９４

電話なんでも相談
（東久留米市社
会福祉協議会）

《訪問します》

ご自宅助産師
訪問希望の方は健康課
�７７・００２２

妊婦訪問相談

清
掃
作
業
臨
時
職
員

　

ご
み
対
策
課
で
は
、
清
掃
作
業

（
ご
み
収
集
、
資
源
選
別
作
業
等
）

に
携
わ
る
臨
時
職
員
を
募
集
し
ま

す
。

 
【
勤
務
時
間
】
土
曜
・
日
曜
日
を

除
く
午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時　
１５

分
 
【
募
集
対
象
・
人
員
】　

歳
ま
で

４０

の
健
康
な
方
。
若
干
名

 
【
賃
金
】
１
時
間
当
た
り
１
３
５

０
円
。
作
業
着
一
式
は
貸
与

　

申
し
込
み
は
履
歴
書
（
写
真
添

付
）
を
ご
み
対
策
課
（
八
幡
町
２

ノ　

ノ　

）
へ
本
人
が
直
接
持
参

１０

１０

を
。

　

詳
し
く
は
同
課
�　

・
２
１
１

７３

７
へ
。

男

女

平

等

推

進 

セ

ン

タ

ー

嘱

託

員

　
【
勤
務
内
容
】男
女
平
等
推
進
セ

ン
タ
ー
事
業
に
関
す
る
事
務

　
【
勤
務
時
間
】
月
１
２
８
時
間

　
【
勤
務
場
所
】
同
セ
ン
タ
ー

　
【
雇
用
期
間
】６
月
１
日
〜　

年
１９

３
月　

日
３１

　
【
報
酬
】当
市
規
定
に
よ
る
。
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給

　
【
応
募
資
格
】昭
和　

年
４
月
２

２１

日
〜　

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

５９

で
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成

に
つ
い
て
理
解
を
有
し
、
社
会
教

て
は
、
課
税
の
公
平
お
よ
び
制
度

の
簡
素
化
か
ら
、
負
担
水
準
が
低

い
宅
地
に
つ
い
て
、
そ
の
均
衡
化

を
促
進
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
ま

す
。
負
担
水
準
と
は
、
個
々
の
土

地
の
評
価
額
に
対

す
る
課
税
標
準
額

の
割
合
の
こ
と
で

す
。負
担
調
整
の
方

法
に
つ
い
て
は
、従

前
の「
前
年
度
の
課

税
標
準
額
に
、
負
担
水
準
の
区
分

に
応
じ
て
異
な
る
負
担
調
整
率
を

掛
け
合
わ
せ
る
方
式
」
か
ら
「
前

年
度
課
税
標
準
額
に
、
一
律
に
当

該
年
度
の
評
価
額
（
住
宅
用
地
で

は
住
宅
用
地
等
特
例
率
６
分
の
１
、

３
分
の
１
を
乗
じ
る
）
の
５
�
を

加
え
る
方
式
」
へ
変
更
し
、
併
せ

て
課
税
標
準
額
の
下
限
（　

�
）

２０

が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
税
制
内

容
は
左
表
の
通
り
で
す
が
、　

年
１８

度
の
税
負
担
に
は
次
の
よ
う
な
措

置
が
あ
り
ま
す
。

　
（
１
）
税
額
が
下
が
る
場
合

　

宅
地
等
に
係
る
税
負
担
は
、
負

納税通知書を
発送します

　固定資産税・都市計画税の納税通知書を５

月１日（月）に発送します。第１期の納期限は

５月３１日（水）です。

　詳しくは土地については課税課土地資産

税係�７０・７７２６、家屋については同課家屋資

産税係�７０・７７２７へ。

育
･
福
祉
な
ど
同
セ
ン
タ
ー
の
運

営
に
資
す
る
実
務
経
験
を
持
つ
方

　
【
募
集
人
員
】
１
人

　
【
選
考
方
法
】
書
類
選
考
の
上
、

合
格
者
に
は
後
日
面
接
を
行
い
ま

す
　

申
し
込
み
は
４
月　

日
（
月
）

１７

〜　

日
（
水
）
午
前
８
時
半
〜
午

２６
後
５
時
に
、
募
集
要
項
（
注
※
）

に
あ
る
必
要
書
類
を
生
活
文
化
課

（
市
役
所
２
階
）に
持
参
ま
た
は
４

月　

日
（
水
）
ま
で
に
（
消
印
有

２６
効
）
郵
送
を
。

　

※
募
集
要
項
は
、
募
集
期
間
内

に
同
課
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

お
よ
び
同
セ
ン
タ
ー
（
火
曜
日
を

除
く
午
前
９
時
〜
午
後
７
時
半
）

で
配
布
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
�　

・
７
７
３

７０

８
へ
。

担
水
準
が
、
住
宅
用
地
・
市
街
化

区
域
農
地
で
１
０
０
�
、
商
業
地

等
で　

�
を
超
え
る
土
地
で
、
そ

７０

れ
ぞ
れ
負
担
水
準
を
１
０
０
�
、

　

�
と
し
た
場
合
の
課
税
標
準
額

７０ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

　
（
２
）税
額
が
据
え
置
か
れ
る
場

合
　

負
担
水
準
が
住
宅
用
地
・
市
街

化
区
域
農
地
で　

�
以
上
１
０
０

８０

�
以
下
の
土
地
、
商
業
地
等
の
宅

地
で　

�
以
上　

�
以
下
の
土
地
。

６０

７０

　
（
３
）
税
額
が
上
が
る
場
合

　

負
担
水
準
が
、
住
宅
用
地
・
市

街
化
区
域
農
地
で　

�
未
満
、
商

８０

業
地
等
で　

�
未
満
の
土
地
は
上

６０

表
の
負
担
水
準
に
応
じ
た
課
税
標

準
額
と
な
り
ま
す
。

家

屋

の

税

負

担

の

家

屋

の

税

負

担

の 

基

本

的

な

考

え

方

基

本

的

な

考

え

方

　

家
屋
に
つ
い
て
は
、
在
来
分
の

家
屋
を
新
評
価
基
準
に
よ
っ
て
算

出
し
た
額
が
上
回
っ
た
場
合
に
は
、

前
年
度
評
価
額
に
据
え
置
き
と
な

り
、
下
回
っ
た
場
合
は
そ
の
評
価

額
と
な
り
ま
す
。

住
宅
・
建
築
物
に
係
る

住
宅
・
建
築
物
に
係
る 

耐
震
改
修
促
進
税
制
の
創
設

耐
震
改
修
促
進
税
制
の
創
設

〜　

年
度
税
制
改
正

１８

　

旧
耐
震
基
準
（
昭
和　

年
５
月

５６

　

日
以
前
の
耐
震
基

３１準
）に
よ
り
建
築
さ
れ

た
住
宅
で
昭
和　

年
５７

１
月
１
日
以
前
の
住

宅
に
つ
い
て
、一
定
の

耐
震
改
修
を
行
っ
た
場
合
、
当
該

住
宅
に
係
る
固
定
資
産
税
額
（
工

事
費　

万
円
以
上
の
も
の
で
、
面

３０

積
が
一
戸
当
た
り
１
２
０
平
方
�

相
当
分
ま
で
）
が
以
下
の
通
り
減

額
さ
れ
ま
す
。

　

①　

〜　

年
に
耐
震
改
修
が
完

１８

２１

了
し
た
場
合
＝
３
年
間
２
分
の
１

に
減
額

　

②　

〜　

年
に
耐
震
改
修
が
完

２２

２４

了
し
た
場
合
＝
２
年
間
２
分
の
１

に
減
額

　

③　

〜　

年
に
耐
震
改
修
が
完

２５

２７

了
し
た
場
合
＝
１
年
間
２
分
の
１

に
減
額

　

※
固
定
資
産
の
所
有
者
が
住
所

等
を
変
更
し
た
場
合
や
住
所
、
氏

名
等
に
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
は
、

お
手
数
で
す
が
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税固定資産税
都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税都市計画税

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
算
出
基
礎
と
な
る
土
地
・
建
物
の
評
価
額
は
３
年
ご
と
に
評
価
替

え
を
行
っ
て
い
ま
す
。　

年
度
は
そ
の
評
価
替
え
の
年
度
に
当
た
り
ま
す
。

１８

　

詳
し
く
は
土
地
に
つ
い
て
は
課
税
課
土
地
資
産
税
係
�　

・
７
７
２
６
、
家
屋
に
つ
い
て
は
同
課

７０

家
屋
資
産
税
係
�　

・
７
７
２
７
へ
。

７０

住宅用地等特例率
 都市計画税固定資産税区　分

３分の１６分の１小規模住宅用地
３分の２３分の１一般住宅用地
３分の２３分の１市街化区域農地

※小規模住宅用地とは、住宅の敷地で１戸につき２００㎡までの土地です。

※一般住宅用地とは、住宅の敷地で１戸につき２００㎡を超え、住宅床面

積の１０倍までの土地です。

土地に係る固定資産税および都市計画税の主な税制内容

住宅用地･市街化区域農地商業地等（非住宅用地・雑種地など）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前年度課税標準額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本則課税標準額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前年度課税標準額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今年度評価額

課税標準額負担水準課税標準額負担水準

本則課税標準額 １００％を超える今年度評価額×７０％ ７０％を超える

前年度課税標準額を据え置く ８０％以上１００％以下前年度課税標準額を据え置く ６０％以上７０％以下

前年度課税標準額＋（本則課

税標準額×５％）です。ただ

し、上記の額が今年度課税標

準額の８０％を上回る場合は
８０％相当額とし、今年度の評
価額の２０％を下回る場合には
２０％相当額とする

 ８０％未満

前年度課税標準額＋（今年度

評価額×５％）です。ただし、

上記の額が今年度評価額の

６０％を上回る場合は６０％相
当額とし、今年度の評価額の
２０％を下回る場合には２０％
相当額とする

 ６０％未満

※本則課税標準額とは、今年度評価額に住宅用地等特例率を乗じたものです。
※税額＝課税標準額×税率（固定資産税は１.４％、都市計画税は０.２７％）です。

×１００×１００ 負担水準(％)＝負担水準(％)＝

１８年度固定資産税・１８年度固定資産税・
都市計画税都市計画税

◆行政相談…５月１０日（水）午後１時～４時、市役所２階相談室。栄田征子氏（本町、�７１・２４１６）▽小山正勝氏（小山、�７１･３９５５）▽篠宮松美氏（南町、�６５・１８３９）

固

定

資

産

税

と

は

固

定

資

産

税

と

は

　

土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産
に
つ

い
て
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
の
所

有
者
が
、
そ
の
資
産
価
値
に
応
じ

て
納
め
る
税
で
す
。

都

市

計

画

税

と

は

都

市

計

画

税

と

は

　

土
地
、
家
屋
の
所
有
者
が
、
都

市
整
備
な
ど
の
費
用
に
充
て
る
た

め
の
目
的
税
と
し
て
納
め
る
税
で

す
。

土

地

の

税

負

担

の

土

地

の

税

負

担

の 

基

本

的

な

考

え

方

基

本

的

な

考

え

方

　
　

年
度
評
価
替
え
に
伴
い
、
宅

１８
地
に
係
る
負
担
調
整
措
置
に
つ
い
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